
 

平塚市子ども・子育て会議条例の一部改正（案）の概要  

 

１ 改正の概要 

 「平塚市子ども・子育て会議」は、これまで主に子ども・子育て支援に関すること（「平塚

市子ども・子育て支援事業計画」の進捗管理など）を調査審議してきました。 

一方で、令和７年２月にこども基本法に基づき策定した「平塚市こども計画」は、子ども・

子育て支援事業計画等に加え、新たに子ども・若者計画を内包し、計画の対象を若者まで 

広げました。そのため、青少年の健全育成や、昨今の課題となっている児童虐待、いじ

め、不登校、発達障害等に対する取組に加え、若者支援に関する施策を推進していくため

に、子どもの頃からの切れ目ない施策について考える必要があります。 

そこで、「平塚市子ども・子育て会議条例」を一部改正し、子ども・子育て会議へ 

青少年問題協議会を統合するとともに、若者の委員を加えることで、「平塚市こども計画」

を含めたこども施策の総合的な推進と、子ども・若者から子育て当事者への切れ目ない

施策について調査審議していきます。 

 

２ 改正の考え方 

（１）子ども・子育て会議委員の見直し 

子ども・子育て支援に関することに加え、若者施策に関する事項も調査審議するため、 

施策の当事者である若者を委員に加える等委員の見直しをします。 

 

  （２）青少年問題協議会を子ども・子育て会議に統合 

青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法（昭和２８年７月２５日施行）に 

より、戦後間もない混乱期の非行少年が多かった時代に、主に非行の防止や矯正を

目的として設置され、青少年の健全育成に必要な施策を推進するため、関係機関等

との連絡調整を行ってきました。時代の変化とともに役割が変わってきたこと、 

子ども・若者を取り巻く状況が、非行防止に加え課題が多様化・複雑化していること

を踏まえ、青少年だけでなく各年代を通して幅広い視点で協議し、課題に応じた 

検討を行うため、子ども・子育て会議に青少年問題協議会を統合します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市子ども・子育て会議（平成２５年度設置） 

「平塚市こども計画」の進捗管理のほか、子ども・若者・子育て支援に関する施策の 

総合的かつ計画的な推進に関し必要なことを審議する合議制の附属機関 

根拠法：子ども・子育て支援法 

 

平塚市青少年問題協議会（昭和３２年度設置） 

 青少年の指導、保護育成及び矯正について、総合的施策の樹立に関する調査審議と総合的 

施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を目的とする会議 

根拠法：地方青少年問題協議会法 



 

３ 主な改正内容 

（１）第１条「設置」 

「地方青少年問題協議会法の規定に基づくこと」及び「こども基本法に規定する 

こども施策の推進を図ること」を追加します。 

 

（２）第２条「所掌事務」 

市長の諮問に応じて調査審議する事項を次のとおりとします。 

    ・子ども・子育て支援法第７２条第１項各号に掲げる事項 

    ・地方青少年問題協議会法第２条第１項各号に掲げる事項 

    ・こども基本法第１０条第２項に規定する市町村こども計画に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第４条「委員」 

     若者当事者を加えるとともに、こども施策に関する学識経験者、こども施策に関す

る事業に従事する者、こども施策に関する団体に属する者、こども施策に関する 

行政機関職員、公募に応じた市民等を委員とします。 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和８年１２月 平塚市子ども・子育て会議条例の改正 

  令和９年 ６月 平塚市子ども・子育て会議条例改正条例の施行 

          平塚市青少年問題協議会条例の廃止 

                                     

平塚市子ども・子育て支援法第７２条第１項各号 

１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を

処理すること。 

２ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第四項に規定する事項を

処理すること。 

３ 第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、

同条第三項に規定する事項を処理すること。 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を 

処理すること。 

５ 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

地方青少年問題協議会法第２条第１項各号 

 １ 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要 

事項を調査審議すること。 

２ 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため 

に必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 



 

○平塚市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７２条第

１項の規定に基づき、平塚市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。 

（１） 平塚市子ども・子育て支援事業計画（法第６１条第１項の規定により本市が定め

る計画をいう。）に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的

な推進に関し必要なこと。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 保健福祉関係団体の代表者 

（３） 保育・教育関係団体の代表者 

（４） 商工労働関係団体の代表者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 公募に応じた市民 

（７） その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 子ども・子育て会議は、その調査審議事項について必要があると認めるときは、委

員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（部会） 

第８条 子ども・子育て会議は、特定の事項及び専門的事項について調査審議させるため、



 

部会を置くことができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市

長が定める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


